
 

特定輸出申告業務の流れ
（自社施設申告）

輸出貨物情報登録
CDB

(搬入先：自社施設コード)

航空代理店
入力者

混載仕立情報登録
HDF(注1)

混載業
入力者

搬出確認登録
EXA・EXM

通関業
入力者

輸出申告
EDA → EDC

(蔵置場：自社施設)

通関業
入力者

輸出許可

積付結果登録
ULA・ULM

搬出確認登録(ULD単位)
EXU

通関業
入力者

通関業
入力者

輸出許可内容変更申請
EAA → EAC

(蔵置場：自社施設)

通関業等
入力者

輸出許可申請承認

注意点

1.枝番申告が可能

2.許可後に搬出登録を通関業者が行わなくてはならない

3.EDC(輸出申告)では、CDB(輸出貨物情報登録)の搬入先との
一致チェックが行われない

4.参加蔵置場搬入前のEAA(輸出許可後訂正事項登録)では、
CDBの搬入先との一致チェックが行われる

5.許可後の個数追加は、参加蔵置場搬入後でないと行えない

蔵置場とCDB搬入先との
一致チェックなし

以降、「輸出業務の流れ」参照

ULD積付
実施

いいえ

はい

注1 航空会社への搬出までに実施

Air-NACCS


